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お友達と一緒が一番
　小学校遠足ｉｎゆにガーデン



 はじめよう!新由仁町モデル 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

                   

    

私たちは、以下のすべてに取り組みます！ 

 

新北海道スタイル由仁町Ｖｅｒ．
   

安 心 宣 言 

ご協力をお願いします！ご協力をお願いします！ご協力をお願いします！ご協力をお願いします！    

『はじめよう！新由仁町モデル安心宣言』『はじめよう！新由仁町モデル安心宣言』『はじめよう！新由仁町モデル安心宣言』『はじめよう！新由仁町モデル安心宣言』運動運動運動運動    

◆安心宣言運動とは・・・◆安心宣言運動とは・・・◆安心宣言運動とは・・・◆安心宣言運動とは・・・    
新型コロナウイルスへの対応が長新型コロナウイルスへの対応が長新型コロナウイルスへの対応が長新型コロナウイルスへの対応が長びくびくびくびくなか、国の「新しい生活様式」や北海道の「新なか、国の「新しい生活様式」や北海道の「新なか、国の「新しい生活様式」や北海道の「新なか、国の「新しい生活様式」や北海道の「新

北海道スタイル」の町内での実践に向けて、より身近な取組となるよう由仁町独自の北海道スタイル」の町内での実践に向けて、より身近な取組となるよう由仁町独自の北海道スタイル」の町内での実践に向けて、より身近な取組となるよう由仁町独自の北海道スタイル」の町内での実践に向けて、より身近な取組となるよう由仁町独自の

『安心宣言』運動に取り組『安心宣言』運動に取り組『安心宣言』運動に取り組『安心宣言』運動に取り組むものですむものですむものですむものです。。。。    

安心宣言運動をとおして、町民のみなさんと事業者が連携し、町全体で感染リスク安心宣言運動をとおして、町民のみなさんと事業者が連携し、町全体で感染リスク安心宣言運動をとおして、町民のみなさんと事業者が連携し、町全体で感染リスク安心宣言運動をとおして、町民のみなさんと事業者が連携し、町全体で感染リスク

を低減させ「由仁町は安心です！」と町内外に発信し、事業の継続や観光分野をはじを低減させ「由仁町は安心です！」と町内外に発信し、事業の継続や観光分野をはじを低減させ「由仁町は安心です！」と町内外に発信し、事業の継続や観光分野をはじを低減させ「由仁町は安心です！」と町内外に発信し、事業の継続や観光分野をはじ

め町内外からの来訪者の復活を目指め町内外からの来訪者の復活を目指め町内外からの来訪者の復活を目指め町内外からの来訪者の復活を目指しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。    

◆取り組んでいただく内容◆取り組んでいただく内容◆取り組んでいただく内容◆取り組んでいただく内容はははは・・・・・・・・・・・・    

        安心宣言の方法は、安心宣言の方法は、安心宣言の方法は、安心宣言の方法は、感染防止のリスクを低減させる取組（感染防止対策）を考え感染防止のリスクを低減させる取組（感染防止対策）を考え感染防止のリスクを低減させる取組（感染防止対策）を考え感染防止のリスクを低減させる取組（感染防止対策）を考えてててて、、、、

標準様式を使って標準様式を使って標準様式を使って標準様式を使ってチラシチラシチラシチラシを作りを作りを作りを作り、各職場や事業所、各職場や事業所、各職場や事業所、各職場や事業所に掲示したり、に掲示したり、に掲示したり、に掲示したり、ホームページホームページホームページホームページでのでのでのでの掲掲掲掲

載をお願いします。載をお願いします。載をお願いします。載をお願いします。    

        安心宣言を「見える化」安心宣言を「見える化」安心宣言を「見える化」安心宣言を「見える化」するこするこするこするこ

ととととでででで、、、、町内の施設やスポットに訪町内の施設やスポットに訪町内の施設やスポットに訪町内の施設やスポットに訪

れるお客様れるお客様れるお客様れるお客様ににににどどどどんんんんな対策を講じてな対策を講じてな対策を講じてな対策を講じて

いるか確認しいるか確認しいるか確認しいるか確認していただきていただきていただきていただき、安心し、安心し、安心し、安心し

てててて施設を施設を施設を施設を利用していただくことに利用していただくことに利用していただくことに利用していただくことに

つなげましょう。つなげましょう。つなげましょう。つなげましょう。    

◆注意事項など◆注意事項など◆注意事項など◆注意事項などは・・・は・・・は・・・は・・・    
（１）（１）（１）（１）安心宣言の安心宣言の安心宣言の安心宣言の標準様式（右ペー標準様式（右ペー標準様式（右ペー標準様式（右ペー

ジジジジ））））をををを役場と町役場と町役場と町役場と町ＨＰにＨＰにＨＰにＨＰに用意しま用意しま用意しま用意しま

すので、すので、すので、すので、取組内容取組内容取組内容取組内容はははは各自で決各自で決各自で決各自で決めめめめ

てください。てください。てください。てください。    

（（（（２）２）２）２）取組取組取組取組内容は、国内容は、国内容は、国内容は、国の「感染拡大の「感染拡大の「感染拡大の「感染拡大

予防業種別ガイドライン」や予防業種別ガイドライン」や予防業種別ガイドライン」や予防業種別ガイドライン」や「新「新「新「新

しい生活様式」しい生活様式」しい生活様式」しい生活様式」、道の「新北海道、道の「新北海道、道の「新北海道、道の「新北海道

スタイル」スタイル」スタイル」スタイル」を参考にを参考にを参考にを参考にしてくださしてくださしてくださしてくださ

い。い。い。い。    

（３）安心宣言の取組内容は、いつ（３）安心宣言の取組内容は、いつ（３）安心宣言の取組内容は、いつ（３）安心宣言の取組内容は、いつ    

    変更して変更して変更して変更してももももかまいません。かまいません。かまいません。かまいません。    

（（（（４４４４）ロゴや）ロゴや）ロゴや）ロゴやイラストなどイラストなどイラストなどイラストなどを使う場を使う場を使う場を使う場

合合合合は、は、は、は、著作権や意匠権など知的著作権や意匠権など知的著作権や意匠権など知的著作権や意匠権など知的

財産権を侵害しないよう十分に財産権を侵害しないよう十分に財産権を侵害しないよう十分に財産権を侵害しないよう十分に

注意してください。注意してください。注意してください。注意してください。    

    

問問問問    由仁町新型コロナウイルス由仁町新型コロナウイルス由仁町新型コロナウイルス由仁町新型コロナウイルス    

感染症対策本部感染症対策本部感染症対策本部感染症対策本部    ☎☎☎☎0123012301230123----83838383----2111211121112111    
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　指定ごみ袋に入らない大きさのごみが対象
です。指定袋に入ると判断されたごみは収集
しません。
　収集日は、広報ゆにでお知らせします。
注意点
▽粗大ごみは、空き箱、段ボール、ビニール
　袋などに入れずそのまま出してください。
▽粗大ごみの中には、ほかの物を入れないで
　ください。
▽布団や毛布は運搬しやすいようひもで縛っ
　てください。

粗大ごみ収集日と収集地区
８月３日㈪　由仁市街地区、山形・古川・下古山の非農家地区
８月５日㈬　三川・川端市街地区、熊本の非農家地区
８月７日㈮　農家地区（山形・古川・伏見・下古山・山桝・岩内・古山・熊本・
　　　　　　西三川・本三川・中三川・東三川・川端）

　ごみを分別して出すと資源として使える
ものをリサイクルすることができます。
▽使い終わったびんは新しいびんに
▽使い終わったスチール缶は新しい鉄製品
　に生まれ変わることができます。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

　由仁町・長沼町・南幌町３町のごみ処理
は南空知公衆衛生組合が担っています。運
営費は町民の税金です。みなさんが分別・
リサイクルなど、ごみの減量に取り組み、
経費を節減できれば、税金を福祉などほか
の分野に有効活用することができます。

①ごみの分け方・出し方のしおり（冊子）、②五十音別ごみの分別手帳（冊子）
③令和２年度粗大ごみ収集日（チラシ）、④ごみの直接搬入、⑤ごみの直接搬入ができない場合
⑥資源回収奨励金
下記ＱＲコードでも確認することができますので、ご利用ください。

特　集 ごみの分別

ごみの分別を
きちんとしましょう

　人が生活を続けていく中で必ず出るのが
ごみです。
　日本人１人当たりが排出する１日のごみ
の量は約１㎏で、１年間で３６５㎏になり
ます。
　日本におけるごみの年間排出量は、環境
への配慮の高まりから近年は減量傾向にあ
るものの、開発が進めば廃棄物も増えるこ
とが統計から明らかになっています。

　南空知公衆衛生組合では、資源回収活動
を実施する団体に奨励金を交付する事業を
実施しています。
問南空知公衆衛生組合
☎ 0123-88-3900

　分別しないで「燃やせるごみ」や「燃えないごみ」として出すと、すべてが燃やされたり
埋め立てられたりするため、分別すると「資源ごみ」になるごみも、二度と資源に戻れなく
なります。
　また、分別が不十分だと、後で不適切なものを取り除くのに手間がかかったり、汚れたり
してリサイクルに悪影響を与えます。
　不十分な分別は、ごみの燃焼エネルギーや時間を多く要するとともに、燃焼を管理する人
件費にも大きく影響します。

どうして分別が必要なのか？

最後に

参考資料　次の資料は住民課環境・交通担当にあります。

はじめに

資源回収奨励金交付事業

粗大ごみ
収集できないごみの一例

その他

▲バスタブ、自動車部品

▲粗大ごみの中に衣類が
　入っている

▲粗大ごみを袋や段ボー
　ルに入れている

ごみの不法投棄は犯罪です。絶対にやめましょう。

　６月から粗大ごみの収集が始まりましたが、残念ながらルールが守られず収集さ
れなかったごみがたくさんありました。
　今回、ごみに関する情報を提供しますので、ごみの分別やリサイクルに興味を持っ
ていただき、町民一丸となって「きれいで住み良いまちづくり」に取り組みましょう。

問住民課環境・交通担当
☎ 0123-83-3902
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まちかど

トピックス
　

５
月
27
日
、
そ
ら
ち
南
農
業
協
同

組
合
（
代
表
理
事
組
合
長　

北
輝
男
）

が
町
立
診
療
所
に
牛
乳
を
無
償
提
供

し
ま
し
た
。「
日
々
頑
張
っ
て
い
る
医

療
従
事
者
の
皆
さ
ん
を
元
気
づ
け
た

い
」
と
山
本
博
行
代
表
理
事
専
務
か

ら
牛
乳
が
手
渡
さ
れ
、
小
端
診
療
所

長
は
「
元
気
を
出
し
て
、
毎
日
の
業

務
に
ま
い
進
し
た
い
」
と
お
礼
を
述

べ
ま
し
た
。

　

こ
の
日
は
、
町
内
の
２
医
療
機
関
、

11
福
祉
施
設
に
対
し
て
４
８
６
パ
ッ

ク
の
牛
乳
が
無
償
提
供
さ
れ
ま
し
た
。

　

６
月
２
日
、
由
仁
町
赤
十
字
奉
仕

団
（
委
員
長　

木
野
知
洋
子
）
が
町

社
会
福
祉
協
議
会
の
環
境
美
化
推
進

事
業
と
連
携
し
て
ポ
ッ
ポ
館
前
の
花

壇
に
、
６
月
11
日
に
は
、
町
老
人
ク

ラ
ブ
連
合
会
（
会
長　

大
竹
登
）
が

健
康
元
気
づ
く
り
館
前
の
花
壇
に
花

を
植
え
ま
し
た
。　

　

色
と
り
ど
り
に
並
ん
だ
ベ
コ
ニ
ア

な
ど
の
花
は
、
由
仁
町
の
暑
い
夏
を

彩
り
ま
す
。

　

６
月
８
日
、
Ｒ
２
３
４
ゆ
に
花
愛

ク
ラ
ブ
（
代
表　

長
澤
敬
子
）
の
会

員
と
及
川
産
業
㈱
（
代
表
取
締
役　

及
川
聡
）
が
国
道
２
３
４
号
線
沿
い

に
ベ
コ
ニ
ア
の
苗
３
６
０
株
を
植
え

ま
し
た
。

　

こ
の
植
栽
活
動
は
今
年
で
５
回
目

の
取
り
組
み
に
な
り
ま
す
。

　

長
澤
代
表
は
「
国
道
を
通
る
み
な

さ
ん
に
た
く
さ
ん
見
て
も
ら
い
た

い
」
と
話
し
ま
し
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響

で
、
需
要
が
落
ち
込
む
町
内
の
花
き

農
家
を
応
援
す
る
と
と
も
に
、
町
民

み
な
さ
ん
に
地
元
の
素
晴
ら
し
い
花

を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
、
町
と
そ
ら

ち
南
農
業
協
同
組
合
（
代
表
理
事
組

合
長　

北
輝
男
）
が
協
力
し
て
由
仁

町
イ
ン
ド
ア
花
い
っ
ぱ
い
元
気
づ
く

り
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

６
月
か
ら
10
月
ま
で
、
由
仁
町
産

の
旬
の
花
を
使
用
し
た
フ
ラ
ワ
ー
ア

レ
ン
ジ
メ
ン
ト
が
町
内
28
施
設
に
飾

ら
れ
ま
す
。

　

６
月
22
日
、
役
場
庁
舎
に
飾
る
フ

ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
が
北
組
合

長
か
ら
手
渡
さ
れ
ま
し
た
。

　

老
朽
化
に
よ
り
故
障
し
た
健
康
元

気
づ
く
り
館
の
自
動
ド
ア
装
置
を
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
全
国
自
動
ド
ア
産
業
振

興
会
（
理
事
長　

神
林
広
之
）
に
無

償
で
修
理
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
福
祉
施
設
利
用
者
の
た

め
の
自
動
ド
ア
設
置
事
業
の
一
環
で

実
現
し
た
も
の
で
す
。

　

６
月
４
日
、
松
村
町
長
が
同
法
人

の
代
理
と
し
て
、
修
理
工
事
を
実
施

し
た
日
本
自
動
ド
ア
㈱
長
澤
札
幌
営

業
所
長
（
本
三
川
）
に
感
謝
状
を
贈

呈
し
ま
し
た
。

Ｊ
Ａ
そ
ら
ち
南
が
医
療
・

福
祉
施
設
従
事
者
を
応
援

健
康
元
気
づ
く
り
館
・

ポ
ッ
ポ
館
前
に
花
植
栽

花
を
植
え
て

色
鮮
や
か
な
町
並
み
に

由
仁
町
産
の

　
　
　
　

花
で
癒
し
を

自
動
ド
ア
が
新
し
く
な

り
ま
し
た

5/27

6/2

6/8

6/22

6/4

▼廃止によりできなくなる手続き
▽「通知カード」の再発行
▽住所や氏名に変更があった場合の「通知カード」の書き換え

▼マイナンバーを証明するときは
　「通知カード」は引き続き、証明する書類として使用することができます。ただし、住所
や氏名に変更があった方は使用できませんので、顔写真が付いた「マイナンバーカード」
を作成するか、マイナンバー入りの住民票を取得してください。

▼今後のマイナンバーの通知方法
　出生や外国からの転入の場合は、「通知カード」に変わって、新たに「個人番号通知書」
でマイナンバーをお知らせします。

通知カード廃止の
お知らせ

問住民課戸籍・国保担当
☎ 0123-83-3903

　マイナンバー（個人番号）をお知らせするために
発行されていた、「通知カード」が５月 25 日に廃止
になりました。
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役
場
か
ら
の

　
　

お
知
ら
せ

-Information-

納
期
限　
７
月
31
日
㈮

▽
固
定
資
産
税
第
２
期

▽
国
民
健
康
保
険
税
第
１
期

▽
介
護
保
険
料
第
１
期

▽
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　

第
１
期

問
住
民
課
税
務
担
当

☎
０
１
２
３—

83—

３
９
０
２

日
時　
7
月
14
日
㈫　

　

15
時
30
分
～
16
時

場
所　
文
化
交
流
館

対
象
者　
優
良
運
転
者

問
住
民
課
環
境
・
交
通
担
当

☎
０
１
２
３—

83—

３
９
０
３

実
施
期
間

　

７
月
13
日
㈪
～
22
日
㈬

運
動
の
重
点

▽
飲
酒
運
転
の
根
絶

▽
子
供
と
高
齢
者
の
交
通
事

　

故
防
止

▽
ス
ピ
ー
ド
ダ
ウ
ン
と
居
眠

　

り
運
転
の
防
止

▽
バ
イ
ク
の
交
通
事
故
防
止

　　

交
通
安
全
運
動
期
間
中
、

町
内
で
旗
の
波
運
動
や
街
頭

指
導
を
行
い
ま
す
。

問
住
民
課
環
境
・
交
通
担
当

☎
０
１
２
３—

83—

３
９
０
３

運
転
免
許
証

　
　
　
更
新
時
講
習

町
税
納
期

全
道
一
斉

夏
の
交
通
安
全
運
動

役場からのお知らせ

付
加
年
金
制
度

　

毎
月
の
国
民
年
金
保
険
料

に
４
０
０
円
の
付
加
保
険
料

を
上
乗
せ
し
て
納
め
る
こ
と

で
、
将
来
受
給
す
る
年
金
額

を
増
や
す
こ
と
が
で
き
る
制

度
で
す
。

加
入
で
き
る
方

　

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険

者
ま
た
は
65
歳
未
満
の
任
意

加
入
被
保
険
者

※
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除

　

や
猶
予
を
受
け
て
い
る     

　

方
、
国
民
年
金
基
金
に
加

　

入
し
て
い
る
方
は
、
付
加

　

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
は

　

で
き
ま
せ
ん
。

▼
付
加
保
険
料
を
10
年
間   

　
（
１
２
０
か
月
）
納
め
た

　

場
合

▽
納
付
額
合
計

　

４
０
０
円
×
１
２
０
か
月

　

＝
４
８
，
０
０
０
円

国
民
年
金
情
報

問
住
民
課
戸
籍
・
国
保
担
当

☎
０
１
２
３—

83—

３
９
0
３

▽
上
乗
せ
さ
れ
る
年
金
額    

　
（
年
額
）

　

２
４
，
０
０
０
円

※
２
年
間
で
納
付
し
た
付
加

　

保
険
料
相
当
分
を
受
け
取

　

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

注
意
事
項

▽
申
し
込
み
し
た
月
分
か
ら

　

納
め
る
こ
と
が
で
き
ま   

　

す
。

▽
農
業
者
年
金
に
加
入
す
る

　

方
は
、
付
加
年
金
に
加
入

　

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
、
ま
た
は

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加

入
中
の
方
が
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
感
染
に
よ
る
影

響
を
受
け
た
場
合
に
傷
病
手

当
金
を
受
け
取
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
支
給
を
受
け
る

に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

　

く
わ
し
く
は
住
民
課
戸

籍
・
国
保
担
当
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象
者

　

次
の
す
べ
て
の
条
件
に
該

当
す
る
方

▽
雇
用
さ
れ
て
い
て
、
新
型

　

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

　

の
療
養
の
た
め
仕
事
が
で

　

き
な
い
方

▽
４
日
以
上
休
ん
で
い
る
方

▽
休
ん
だ
期
間
の
給
与
が
も

　

ら
え
な
い
方

国
民
健
康
保
険
・
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
の
傷

病
手
当
金

問
住
民
課
戸
籍
・
国
保
担
当

☎
０
１
２
３—

83—

３
９
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※
会
社
か
ら
給
与
が
支
払
わ

　

れ
て
い
る
場
合
で
も
、
そ

　

の
金
額
が
傷
病
手
当
金
よ

　

り
少
な
い
と
き
は
、
そ
の

　

差
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

適
用
期
間

　

令
和
２
年
１
月
１
日
か
ら

９
月
30
日
の
間
で
仕
事
が
で

き
な
い
期
間
。
た
だ
し
、
入

院
が
継
続
す
る
場
合
は
最
長

１
年
６
か
月
ま
で
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
販
の
ト
ラ

ブ
ル

　　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
マ
ス

ク
を
注
文
し
た
が
商
品
が
届

か
ず
、
解
約
手
続
き
を
行
っ

て
も
返
事
や
返
金
が
さ
れ
な

い
と
い
っ
た
ト
ラ
ブ
ル
が
発

生
し
て
い
ま
す
。

　

通
信
販
売
の
ト
ラ
ブ
ル

は
、
相
手
と
連
絡
が
取
れ
な

け
れ
ば
解
決
で
き
な
い
こ
と

が
多
く
あ
り
ま
す
。
正
確
な

運
営
者
情
報
を
確
認
し
、
広

告
画
面
や
注
文
履
歴
を
保
存

し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
、
注
文
し

た
個
数
と
違
う
、
届
い
た
商

品
が
偽
物
だ
っ
た
な
ど
の
ト

ラ
ブ
ル
も
発
生
し
て
い
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

消
費
生
活
相
談

問
産
業
振
興
課

　
　

由
仁
の
も
の
事
業
担
当

☎
０
１
２
３—

83—

２
１
１
４

　

教
育
委
員
会
で
は
、
町
民

の
み
な
さ
ん
に
教
科
書
に
対

す
る
理
解
を
深
め
て
も
ら
う

た
め
、
教
科
書
展
示
会
を
開

催
し
ま
す
。

　

展
示
会
で
は
、
現
在
使
用

中
の
小
中
学
校
用
教
科
書

と
、
来
年
度
か
ら
中
学
校
用

と
し
て
採
択
可
能
な
教
科
書

の
見
本
も
あ
わ
せ
て
展
示
し

ま
す
。

　

こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
覧
く

だ
さ
い
。

期
間　

　

７
月
８
日
㈬
～
21
日
㈫

場
所　
ゆ
め
っ
く
館

教
科
書
展
示
会

問
教
育
課
総
務
・
学
校
教
育
担
当

☎
０
１
２
３—

83—

３
９
０
４

み
な
さ
ん
の
声
を
お
聞
か
せ

く
だ
さ
い
！

　　

由
仁
町
第
８
期
介
護
保
険

事
業
計
画
の
策
定
に
あ
た

り
、
６
月
15
日
付
け
で
対
象

の
方
に
調
査
票
を
送
付
し
て

い
ま
す
。
地
域
に
お
け
る
介

護
の
ニ
ー
ズ
を
計
画
に
反
映

さ
せ
る
た
め
の
重
要
な
調
査

で
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

▼
日
常
生
活
圏
域
ニ
ー
ズ
調
査

対
象
者　

　

介
護
認
定
を
受
け
て
い
な

　

い
65
歳
以
上
の
方

▼
在
宅
介
護
実
態
調
査

対
象
者　

　

主
に
在
宅
で
介
護
認
定
を

　

受
け
て
い
る
方
（
介
護
者

　

も
含
む
）

介
護
ニ
ー
ズ
の

実
態
調
査
に
ご
協
力
を

問
保
健
福
祉
課
高
齢
・
障
が
い

　

担
当

☎
０
１
２
３—

83—

４
７
５
０

提
出
期
限　
７
月
15
日
㈬

提
出
先　

　

保
健
福
祉
課
高
齢
・
障
が

　

い
担
当

提
出
方
法　

　

同
封
の
返
信
用
封
筒
で
郵

　

送
ま
た
は
直
接
提
出
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役場からのお知らせ

▼
町
営
住
宅
募
集
住
棟

①
由
仁
町
三
川
泉
町
１
８
５

　

番
地
の
１　

三
川
泉
団
地

　

Ｈ
棟
１
階
１
戸（
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
）

②
由
仁
町
東
栄
３
４
７
番
地

　

の
２　

古
川
団
地
Ｈ
棟
１

　

階
１
戸
（
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
）

③
由
仁
町
馬
追
１
４
３
番
地

　

の
１　

伏
古
団
地
Ｍ
棟
１

　

階
１
戸
（
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ
）

月
額
家
賃　

入
居
者
の
収
入

　

に
よ
り
決
定

共
用
費　
共
用
部
の
電
気
料

敷
金　
家
賃
の
３
か
月
分

▼
産
業
住
宅
募
集
住
棟

　

由
仁
町
三
川
泉
町
２
１
０

　

番
地
の
１　

産
業
住
宅
Ｍ

　

棟
１
階
１
戸
（
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ
）

月
額
家
賃　
２
４
，
０
０
０
円

敷
金　
家
賃
の
２
か
月
分

選
考
方
法　

町
営
住
宅
、
産

　

業
住
宅
は
、
住
宅
に
困    

入
居
者
募
集

問
建
設
水
道
課
土
木
・

　
　
　
　
　
　
　

建
築
担
当

☎
０
１
２
３—
83—
２
１
１
６

　

き
ゅ
う
す
る
度
合
の
高
い

　

順
で
決
定
し
、
選
考
し
が

　

た
い
場
合
は
公
開
抽
選
と

　

し
ま
す
。

必
要
書
類　

所
得
証
明
書
、

　

住
民
票
、
税
金
の
完
納
証

　

明
書
と
印
鑑
が
必
要
で
す
。

申
込
期
限　
７
月
20
日
㈪

入
居
予
定　
８
月
下
旬

そ
の
他

▽
随
時
募
集
中
の
空
室
が
ほ

　

か
に
あ
り
ま
す
の
で
ご
相

　

談
く
だ
さ
い
。

▽
募
集
状
況
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

　

ジ
に
掲
載
し
て
あ
り
ま
す

　

の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
対
策
と
し
て
、
経
営
活

動
を
支
援
す
る
た
め
、
町
内

の
店
舗
等
を
対
象
に
水
道
料

金
お
よ
び
農
業
集
落
排
水
施

設
使
用
料
を
減
免
し
ま
す
。

減
免
の
対
象

　

町
内
で
宿
泊
施
設
、
ゴ
ル

フ
場
、
理
美
容
店
、
飲
食

店
、
食
品
販
売
店
等
を
経
営

し
、水
道
料
金
の
用
途
が
「
営

業
用
」
で
使
用
し
て
い
る
施

設
や
店
舗
に
お
け
る
令
和
２

年
７
月
か
ら
９
月
請
求
分
で

す
。

減
免
の
額

　

水
道
料
金
は
16
㎥
以
上
、

農
業
集
落
排
水
施
設
使
用
料

は
11
㎥
以
上
の
使
用
に
係
る

超
過
料
金
の
２
分
の
１
の
額

　

由
仁
町
商
工
会
で
は
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響

を
受
け
て
い
る
町
内
店
舗
を

応
援
す
る
た
め
、
８
月
２
日

㈰
か
ら
「
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商

品
券
」
を
販
売
し
ま
す
。

　

商
品
券
は
、
由
仁
町
共
通

商
品
券
加
盟
店
で
使
用
で
き

ま
す
が
、
今
回
、
加
盟
店
以

外
で
も
商
工
会
に
申
請
し
参

画
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

く
わ
し
く
は
、
商
工
会
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限　
７
月
20
日
㈪

連
絡
先　
由
仁
町
商
工
会

☎
０
１
２
３—

83—

２
１
３
６

水
道
料
金
お
よ
び
農
業

集
落
排
水
施
設
使
用
料

を
減
免

問
建
設
水
道
課
上
下
水
道
担
当

☎
０
１
２
３—

83—

２
１
１
５

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
を

使
用
で
き
る
店
舗
を
募
集

問
産
業
振
興
課

　
　

由
仁
の
も
の
事
業
担
当

☎
０
１
２
３—

83—

２
１
１
４

手
続
き
方
法

　

手
続
き
は
不
要
で
、
料
金

請
求
の
際
に
減
免
額
を
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

そ
の
他

　

料
金
の
支
払
が
困
難
な
一

般
家
庭
で
、
令
和
２
年
３
月

か
ら
５
月
の
収
入
が
前
年
の

同
月
と
比
較
し
て
３
割
以
上

減
少
し
て
い
る
場
合
は
、
減

免
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　

く
わ
し
く
は
、
建
設
水
道

課
上
下
水
道
担
当
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

木 金 土日 月 火 水

12 151413

22

43

11

21

8/1

16

23

30 31

5

6

17

24

6

7

18

25

7

8

19

26

8

9

20

27 28 29

2

10

  ふまねっと健康
  づくり教室
  川端消防会館
  10：00-

  ふまねっと健康
  づくり教室
  川端消防会館
  10：00-

  ふまねっと健康
  づくり教室
  川端消防会館
  10：00-

  ふまねっと健康
  づくり教室
  げんき館  10：00-
  あかり館  13：30-

  ふまねっと健康
  づくり教室
  げんき館  10：00-
  あかり館  13：30-

7/5

カ レ ン ダ ー

▷８月９日㈰
　10 時 30 分～ゆめっく館

「日本の昔ばなし　ねこ
の茶わん」　30 分

▷７月 28 日㈫　
　13 時 30 分～ 14 時 30 分
　川端老人福祉センター
　担当医　島田医師

夏のこども映画会

川端巡回診療

  広報ゆに
  8月号配布日

  健康栄養相談 10：00-
   すくすくサロン 10：00-
   乳幼児健診  13：00-
  げんき館

  健康栄養相談 10：00-
   すくすくサロン 10：00-
   乳幼児健診  13：00-
  げんき館

  健康栄養相談
  げんき館
  10：00-12：00

  女性セミナー
  フィーカ
  （パークゴルフ）
  ゆにっPA
  9：30-12：00

  健康栄養相談
  げんき館
  10：00-12：00

  健康栄養相談
  げんき館
  10：00-12：00

ゆめっく館休館日

ゆめっく館休館日

ゆめっく館休館日

ゆめっく館休館日

ゆめっく館休館日 ゆめっく館休館日

  無料法律相談会
  げんき館
  13：00-16：00

  おはなし会
  ゆめっく館
  14：00-

  おはなし会
  ゆめっく館
  14：00-

  おはなし会
  ゆめっく館
  14：00-

  おはなし会
  三川会館
  16：00-

  手話サークルつぼみ
  げんき館
  10：00-11：30

  手話サークルつぼみ
  げんき館
  10：00-11：30

  手話サークルつぼみ
  げんき館
  10：00-11：30

  手話サークルつぼみ
  げんき館
  10：00-11：30

  手話サークルつぼみ
  げんき館
  10：00-11：30

町立診療所 ７月 診療医師予定表 
曜日 月 火 水 木 金 受付 診療 

 

内

科 

午

前 
久野 小端 島田 久野 

島田 

(３日)小端 

8:30 

～11:00 

9:00 

～12:00 

午

後 
小端 久野 － 

(２日)成田 

(９日)牧口 

(16 日)下岡 

(30 日)平山 

小端 
13:00 

～16:30 

13:00 

～17:00 

整

形 

午

前 
佐藤 － 

倉 

(要予約) 
－ － 

8:30 

～11：00 

9:00 

～12:00 

午

後 
佐藤 － － － － 

13：00 

～15：30 

13:00 

～16:00 
 

  げんき塾
  三川会館
  10：30-11：30

  げんき塾
  三川会館
  10：30-11：30

  げんき塾
  三川会館
  10：30-11：30

  げんき塾
  三川会館
  10：30-11：30

  げんき塾
  げんき館
  10：30-11：30

  げんき塾
  げんき館
  10：30-11：30

  げんき塾
  げんき館
  10：30-11：30

  げんき塾
  げんき館
  10：30-11：30

  げんき塾
  げんき館
  10：30-11：30

  地産地消の日
  マンモカードの
  2倍出し実施

  行政相談
  げんき館
  13：00-15：00
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役場からのお知らせ役場からのお知らせ

後期高齢者医療制度のお知らせ 更新のお知らせ

　現在お持ちの保険証の有効期限は７月 31 日までです。
　新しい保険証を７月末までに郵送しますので、８月１日から使用
してください。

　現在お持ちの保険証・各認定証の有効期限は７月 31 日
までです。
　新しい保険証は７月末までに郵送しますので、８月１
日から使用してください。
　また、各認定証の更新には手続きが必要です。交付要
件がありますので、必要な方は住民課戸籍・国保担当へ
申請またはお問い合わせください。

　現在お持ちの限度額適用・標準負担額減額認定証と限度額適用認
定証の有効期限は７月 31 日までです。所得区分が引き続き該当す
る方には、新しい認定証を保険証と一緒に郵送しますので、８月１
日から使用してください。
　なお、新たに必要となる方は、下記の交付要件に該当することを
ご確認のうえ、住民課戸籍・国保担当へ申請してください。

　現在お持ちの由仁っ子医療費、重
度心身障がい者医療費、ひとり親家
庭等医療費助成制度の受給者証の有
効期限は７月 31 日までです。新し
い受給者証は認定審査を行い７月末
までに郵送しますので、８月１日か
ら使用してください。
　なお、審査にあたり別途書類が必要な方には、個別に通知しますので必ず住民課戸籍・国保担当
へ提出してください。

　現在お持ちの介護保険負担額限度額認定証の有効期限は７月
31 日までです。更新には手続きが必要です。認定証の交付を受
けている方に、申請書を送付しますので、期日までに保健福祉
課高齢・障がい担当へ提出してください。
　なお、新たに介護保険施設などを利用する方は、随時申請を
受け付けています。
手続きに必要なもの　申請書、対象者の預金などがわかるもの

（預金通帳、定期預金証書、信金や農協などの出資金、株式など
すべて）、印鑑
提出期限　7 月 31 日㈮

 

 

 

 

 

北海道後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療被保険者証

被

保

険

者

住 所

氏 名

生年月日

発 効 期 日

有 効 期 限

一部負担金
の割合

保険者番号
並びに保険

者の名称及
び印

被保険者番号

公印
（朱）

交付年月日

０１２３４５６７

○○ 年 ７月３１日

広域市連合町１丁目

広域 太郎

昭和 ７年 ７月 ７日

男

○○ 年 ７月 １日

１割

３９０１１０００

平成２０年 ４月 １日

平成２０年 ４月 １日資格取得年月日

北海道後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証

被

保

険

者

住 所

氏 名

生年月日

発 効 期 日

有 効 期 限

適 用 区 分

保険者番号
並びに保険

者の名称及
び印

被保険者番号

公印
（朱）

交付年月日

０１２３４５６７

○○ 年 ７月３１日

広域市連合町１丁目

広域 太郎

昭和 ７年 ７月 ７日

男

○○ 年 ８月 １日

区分Ⅱ

３９０１１０００

○○ 年 ８月 １日

長 期 入 院

該当年月日
保険
者印 印○○ 年 ８月 １日

北海道後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療限度額適用認定証

被

保

険

者

住 所

氏 名

生年月日

発 効 期 日

有 効 期 限

適 用 区 分

保険者番号
並びに保険

者の名称及
び印

被保険者番号

公印
（朱）

交付年月日

０１２３４５６７

○○ 年 ７月３１日

広域市連合町１丁目

広域 太郎

昭和 ７年 ７月 ７日

男

○○ 年 ８月 １日

現役Ⅱ

３９０１１０００

○○ 年 ８月 １日

被保険者証被保険者証被保険者証被保険者証のレイアウト（のレイアウト（のレイアウト（のレイアウト（一体一体一体一体化証化証化証化証））））    

    

    
 
 
   
（１）カード様式 
（２）ラミネート加工なし。 

（３）原則、コピーガードがある用紙を使用。 

（４）色は、平成 30 年度は「緑色」 

   （平成 31 年度は「エンジ色」） 
（５）印影は黒色を基本とする。 

（６）交付日時点の年齢が 70 歳となる被保険者 

   においては、「一体化証」を交付する。 

（７）一体化証には、 

   「発効期日」、「割合」が印字される。 

 

 
 

 
      

 
北北北北    海海海海    道道道道                                                            
国民健康保国民健康保国民健康保国民健康保険険険険                                    
被 保 険 者被 保 険 者被 保 険 者被 保 険 者 証証証証                                        
兼高齢受給者証兼高齢受給者証兼高齢受給者証兼高齢受給者証         

                              
記  号   由      番 号 １２３４５６                      

  
氏  名  由由由由    仁仁仁仁    太太太太    郎郎郎郎     
生年月日   昭和 23 年 ４月 23 日   性別 男 
世帯主名   由 仁 太 郎 
住  所   北海道夕張郡由仁町新光 200 番地     
 

０ 1 1 0 7 2 保険者番号  

有効期限     令和  3 年 7 月 31 日 
交付年月日    令和  2 年 8 月  1 日 
適用開始年月日  令和  2 年 8 月  1 日 
発効期日     令和  2 年 8 月  1 日 
一部負担金の割合2割(特例措置により1割) 
 

交付者名   由 仁 町 

印 

54 ㎜ 

 

 

 

 

 

北海道後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療被保険者証

被

保

険

者

住 所

氏 名

生年月日

発 効 期 日

有 効 期 限

一部負担金
の割合

保険者番号
並びに保険

者の名称及
び印

被保険者番号

公印
（朱）

交付年月日

０１２３４５６７

○○ 年 ７月３１日

広域市連合町１丁目

広域 太郎

昭和 ７年 ７月 ７日

男

○○ 年 ７月 １日

１割

３９０１１０００

平成２０年 ４月 １日

平成２０年 ４月 １日資格取得年月日

北海道後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証

被

保

険

者

住 所

氏 名

生年月日

発 効 期 日

有 効 期 限

適 用 区 分

保険者番号
並びに保険

者の名称及
び印

被保険者番号

公印
（朱）

交付年月日

０１２３４５６７

○○ 年 ７月３１日

広域市連合町１丁目

広域 太郎

昭和 ７年 ７月 ７日

男

○○ 年 ８月 １日

区分Ⅱ

３９０１１０００

○○ 年 ８月 １日

長 期 入 院

該当年月日
保険
者印 印○○ 年 ８月 １日

北海道後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療限度額適用認定証

被

保

険

者

住 所

氏 名

生年月日

発 効 期 日

有 効 期 限

適 用 区 分

保険者番号
並びに保険

者の名称及
び印

被保険者番号

公印
（朱）

交付年月日

０１２３４５６７

○○ 年 ７月３１日

広域市連合町１丁目

広域 太郎

昭和 ７年 ７月 ７日

男

○○ 年 ８月 １日

現役Ⅱ

３９０１１０００

○○ 年 ８月 １日

 

 介 護 保 険 負 担 限 度 額 認 定 証  

交付年月日 令和２年８月１日 

被  

保 
 

険  

者 

番 号  0123456789 

住 所 北海道夕張郡由仁町新光 200番地 

フリガナ ユニ タロウ 

氏 名 由仁 太郎 

生年月日  ○年 ○月 ○日 性別 ○ 

適用年月日  令和２年８月１日 

有効期限  令和３年７月 31 日 

食費の負担限度額 ０００円 

居住費又

は滞在費

の負担限

度額 

ユニット型個室 

ユニット型個室的多床室 

従来型個室(特養等) 

従来型個室(老健・療養等) 

多床室 

保険者番号

並びに保険

者の名称及

び印 

 

 ０ １ ４ ２ ７ ４  

北海道夕張郡由仁町新光 200 番地 

   由  仁  町 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療限度額適用認定証

被

保

険

者

住 所

氏 名

生年月日

発 効 期 日

有 効 期 限

適 用 区 分

保険者番号
並びに保険

者の名称及
び印

被保険者番号

公印
（朱）

交付年月日

０１２３４５６７

○○ 年 ７月３１日

広域市連合町１丁目

広域 太郎

昭和 ７年 ７月 ７日

男

○○ 年 ８月 １日

現役Ⅱ

３９０１１０００

○○ 年 ８月 １日

新しい保険証は水色です

新しい認定証は黄色です

▼保険証が新しくなります

▼限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用
認定証が新しくなります

▼医療費助成受給者証

▼介護保険負担限度額認定証

▼国民健康保険被保険者証 ▼限度額適用認定証
▼限度額適用・標準負担額減額認定証

　　▽保険証や医療費に関すること　住民課戸籍・国保担当　☎ 0123-83-3903
　　▽保険料に関すること　住民課税務担当　☎ 0123-83-3902　

　　▽保険証や医療費に関すること　住民課戸籍・国保担当　☎ 0123-83-3903
　　▽介護保険に関すること　保健福祉課高齢・障がい担当　☎ 0123-83-4750　

▽限度額適用・標準負担額減額認定証の交付対象

▽限度額適用認定証

区　分Ⅱ 世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方

 区　分Ⅰ

世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれ
かに該当する方

▽世帯全員の所得が０円の方
※公的年金収入のみの場合その受給額が 80 万円以下の方
 ▽老齢福祉年金を受給している方

現役並みⅡ
住民税の課税所得が 380 万円以上 690 万円未満の被保険
者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方

現役並みⅠ
住民税の課税所得が 145 万円以上 380 万円未満の被保険
者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方

問 問

RFks172_国民健康保険限度額適用認定証（高齢者）（切替後様式）（宛名あり_罫線あり）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

1

2

3

4 999-9999

5 中央県Ａ市Ｂ町１丁目２番３４５６号

6 中央マンション　７０１号室

1

2

3 国保　次郎　様

4

5 （国保　次郎　様分）

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

〔システム名：　資格管理　〕〔帳票名：国民健康保険限度額適用認定証（高齢者）（切替後様式）（宛名あり_罫線あり）〕

1 2 3 4 5 6 7 8

適用区分

1

2

記号 番号

世

帯

主

住所

3

北海道夕張郡由仁町新光200番地

5

氏名

適

用

対

象

者

氏名

生年

月日

4

発効期日

5555インチインチインチインチ

ミシン

3333････6/106/106/106/10インチインチインチインチ3333････6/106/106/106/10インチインチインチインチ

7777････2/102/102/102/10インチインチインチインチ

123456

国保 太郎

国保 太郎

交付年月日交付年月日交付年月日交付年月日

有効期限有効期限有効期限有効期限 令和 3 年 7月 31日

昭和 48年 1 月 1 日

カスタマバーコードカスタマバーコードカスタマバーコードカスタマバーコード

男

由

現役並み現役並み現役並み現役並みⅡⅡⅡⅡ

０１１０７２

由仁町

男

令和 2 年 8月 1日

令和 2 年 8 月 1 日

保険者番号

並びに交付

者の名称及

び印

北 海 道 国 民 健 康 保 険北 海 道 国 民 健 康 保 険北 海 道 国 民 健 康 保 険北 海 道 国 民 健 康 保 険

限 度 額 適 用 認 定 証限 度 額 適 用 認 定 証限 度 額 適 用 認 定 証限 度 額 適 用 認 定 証

1/1

RFks071_国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証（切替後様式）（宛名あり_罫線あり）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

1

2

3

4 999-9999

5 中央県Ａ市Ｂ町１丁目２番３４５６号

6 中央マンション　７０１号室

1

2

3 国保　太郎　様

4

5 （国保　一郎　様分）

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

〔システム名：　資格管理　〕　　〔帳票名：国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証（切替後様式）（宛名あり_罫線あり）〕

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

記号 番号

世

帯

主

住所

3

氏名

適

用

・

減

額

対

象

者

氏名

生年

月日

4

北海道夕張郡由仁町新光200番地

5

5555インチインチインチインチ

ミシン

3333････6/106/106/106/10インチインチインチインチ3333････6/106/106/106/10インチインチインチインチ

7777････2/102/102/102/10インチインチインチインチ

123456

国保 一郎

国保 一郎

交付年月日交付年月日交付年月日交付年月日

有効期限有効期限有効期限有効期限 令和 3 年 7 月 31日

昭和 23年 1 月 1 日

カスタマバーコードカスタマバーコードカスタマバーコードカスタマバーコード

男

男

由

０１１０７２

由仁町

令和 2 年 8 月 1日

交付

者印

長期入院

該 当

発効期日

適用区分

令和 2 年 8 月 1 日

令和 2 年 8 月 1 日

ⅡⅡⅡⅡ

保険者番号

並びに交付

者の名称及

び印

北海道国民健康保険北海道国民健康保険北海道国民健康保険北海道国民健康保険

限度額適用限度額適用限度額適用限度額適用・・・・標準負担額減額認定証標準負担額減額認定証標準負担額減額認定証標準負担額減額認定証

1/1

◀
保
険
証
は
う
す
い
緑
色

重度心身障がい者医療費受給者証

〇〇 〇〇

障

0000000

由仁町〇〇番地

令和　２年　８月　１日

令和　２年　８月　１日

令和　２年　８月　１日から

令和　３年　７月３１日まで

初

受給者

受
  
 
給
  
 
者

住 　 所

氏   名

生年月日

有 効 期 間

発 行 機 関

名 及 び 印

交付年月日

【一部負担金は徴収しない】

公費負担

者 番 号 番 号

45011079
46011078

夕張郡由仁町長

○　 ○　  ○

○

○

91011072

〇〇 〇〇

乳

由仁町〇〇番地

令和　２年　８月　１日

令和　２年　８月　１日から

令和　３年　７月３１日まで

初 由仁っ子医療費受給者証

公費負担

番 号

受
  
 
給
  
 
者

住 所

氏   名

生年月日

有 効 期 間

発 行 機 関

名 及 び 印

夕張郡由仁町長

交付年月日

なし

者 番 号

受給者

自 己 負 担

0000000
90011073

92011071

令和　２年　８月　１日〇　 ○　 ○

○

○

〇〇 〇〇

親

0000000

由仁町〇〇番地

令和　２年　８月　１日

令和　２年　８月　１日

令和　２年　８月　１日から

令和　３年　７月３１日まで

初 ひとり親家庭等医療費受給者証

公費負担 受給者

受
  
 
給
  
 
者

住 　 所

氏   名

生年月日

有 効 期 間

発 行 機 関

名 及 び 印

交付年月日

【一部負担金は徴収しない】

者 番 号 番 号

93011070
94011079

夕張郡由仁町長

○　 ○　  ○

○

○○
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町
立
診
療
所

　

由
仁
町
立
診
療
所
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
デ
ザ
イ
ン
な
ど
を
全
面

的
に
新
し
く
し
ま
し
た
。

▼
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://yuni-clinic.com
/

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

                   

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

保
健
福
祉
課

　

☎
０
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２
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４
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０

げ
ん
き

「
新
し
い
生
活
様
式
」
の

　
　
　
　

熱
中
症
予
防
行
動

食
中
毒
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

拡
大
を
防
ぐ
た
め
に
、「
新
し
い
生

活
様
式
」
を
実
践
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

夏
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
下
記

の
ポ
イ
ン
ト
に
気
を
つ
け
な
が
ら

熱
中
症
の
予
防
に
取
り
組
み
ま

し
ょ
う
。

　

気
温
の
上
昇
に
よ
り
、
７
月
か

ら
８
月
に
か
け
て
食
中
毒
が
発
生

し
や
す
く
な
り
ま
す
。

食
中
毒
を
防
ぐ
た
め
に
次
の
こ
と

に
気
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

(1)
調
理
を
す
る
と
き
は
、
包
丁
、   

　

ま
な
板
、
ふ
き
ん
を
洗
浄
・
殺

　

菌
し
ま
し
ょ
う
。

(2)
調
理
は
迅
速
に
行
い
、
調
理
後

　

は
速
や
か
に
食
べ
ま
し
ょ
う
。

(3)
加
熱
調
理
す
る
食
品
は
中
心
ま

　

で
十
分
に
加
熱
し
ま
し
ょ
う
。

(4)
魚
介
類
は
、
真
水
で
よ
く
洗
浄

　

し
て
か
ら
調
理
し
ま
し
ょ
う
。

(5)
卵
、
魚
介
類
、
食
肉
は
、
調
理

　

直
前
に
冷
蔵
庫
か
ら
取
り
出
し

　

ま
し
ょ
う
。

(6)
調
理
前
や
盛
り
付
け
す
る
際
は
、     

　

手
指
を
よ
く
洗
浄
し
、
消
毒
し

　

ま
し
ょ
う
。

環 境 省
厚生労働省
令和 年 月

新型コロナウイルス感染症に関する情報：
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

熱中症に関する詳しい情報： https://www.wbgt.env.go.jp/

新型コロナウイルスの出現に伴い、感染防止の３つの基本である①身体的距離の確保、②マスクの着用、
③手洗いや、「３密（密集、密接、密閉）」を避ける等の「新しい生活様式」が求められています。このよ
うな「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイントは以下のとおりです。

「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント

１ 暑さを避けましょう

・エアコンを利用する等、部屋の温度を調整
・感染症予防のため、換気扇や窓開放によって換気を
確保しつつ、エアコンの温度設定をこまめに調整

・暑い日や時間帯は無理をしない
・涼しい服装にする
・急に暑くなった日等は特に注意する

３ こまめに水分補給しましょう

・のどが渇く前に水分補給
・ 日あたり１ ２リットルを目安に
・大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに

高齢者、子ども、障害者の方々は、熱中症になりやすいので十分に注意しましょう。３密
（密集、密接、密閉）を避けつつ、周囲の方からも積極的な声かけをお願いします。

４ 日頃から健康管理をしましょう

・日頃から体温測定、健康チェック
・体調が悪いと感じた時は、無理せず
自宅で静養

厚生労働省

５ 暑さに備えた体作りをしましょう

・暑くなり始めの時期から適度に運動を
・水分補給は忘れずに、無理のない範囲で
・「やや暑い環境」で「ややきつい」と
感じる強度で毎日 分程度

２ 適宜マスクをはずしましょう

・気温・湿度の高い中でのマスク着用は要注意
・屋外で人と十分な距離（２メートル以上）を確保で
きる場合には、マスクをはずす

・マスクを着用している時は、負荷のかかる作業や運
動を避け、周囲の人との距離を十分にとった上で、
適宜マスクをはずして休憩を

距離を十分にとる

（環境省・厚生労働省ホームページから転載）

広　告

広　告
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『不思議なお菓子レシピ
　サイエンススイーツ』
　　　太田さちか／著

『猫を棄てる　父親に
　　ついて語るとき』
　　　　村上春樹／著

『私の絵本ろん』　　　
　           赤羽末吉／著

～新刊リスト～

雑誌も郷土資料です

　由仁町について書かれたものは町のすがたを後世に
残すため、郷土資料として分類し永年保存しています。
　各自治区史や団体の創立記念誌から個人史まで
８００冊近く収集しており、雑誌も保存対象です。
　例えば雑誌『スロウ』には、数多くの由仁町のお店
や団体が掲載されました。本を通じて町の魅力を探っ
てみてはいかがでしょうか。

小説・エッセイ

誘拐屋のエチケット 横関大

焦眉 今野敏

迷宮の月 安部龍太郎

逆ソクラテス 伊坂幸太郎

四神の旗 馳星周

告解 薬丸岳

薬屋のひとりごと９ 日向夏

児童書

ふしぎ駄菓子屋銭天堂 13 廣嶋玲子

のりものなぞなぞ
こわせ
もりやす

もしものせかい ヨシタケ
シンスケ

やねうらべやのおばけ しおたに
まみこ

ねずみくんはめいたんてい 上野紀子

ゆ
め
っ
く
館

※掲載した本は一部です。
※本のリクエストも
　お受けしています。

☎
０
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２
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３
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自由研究にもおすすめ『スーホの白い馬』の画家 自らのルーツを初めて綴る

　「良い絵本はなぜ古
くならないのか」とい
う創作の根源的な疑問
をやさしい言葉でとき
あかす。

　お菓子作りはまるで
科学実験。溶けないア
イス、化石チョコなど
親子で作れるレシピを
紹介する。

　時が忘れさせるもの
と呼び起こすもの。中
国での戦争経験を持つ
父親の記憶と歴史に著
者が向きあう。

今
月
の
お
す
す
め

一般書

アタックＰＴＡ 細川貂々

素敵に彩る小さな庭づくり 西東社

はじめての薬膳ごはん 武鈴子

認知症を予防する食事 川口美喜子

図解心理学用語大全 田中正人

農家はつらいよ 寺坂祐一

カムイの世界 堀内みさ

初夏の訪れと新しい生活様式

石塚  あゆみ
E-mail　ayuni.kyoryoku

@gmail.com

第67号

隊員だより
由仁町
地域おこし協力隊

フェイスブック配信中！

　５月下旬。夏の到来を告げるカッコウののどかな鳴き声が、
由仁町に響き渡りました。北海道もいよいよ本格的な野菜づく
りのシーズン。今年もまた体験農園の一画をお借りして、週末
通いの家庭菜園を楽しんでいます。
　外出自粛が続くことで運動不足になりがちでしたが、思いが
けず良い運動になっているようです。
　昨年は苗を植えるところから始めた田植えも、今年は籾まき
から体験しています。播種した籾が立派な早苗になる様子を間
近で感じ、植物の生命力に驚かされるばかり。また、６月１日
には待ち焦がれていたゆにガーデンがオープン。風にそよぐラ
イラックの花が北海道の初夏を彩っていました。
　そんな中、道内の学校や観光・文化施設でも再開
の動きが相次いでいます。まだまだ警戒を緩めるこ
とはできませんが、それでも少しずつ戻ってきてい
る日常。その小さな喜びを噛みしめている今日この
頃です。
　さて、長期化している新型コロナウイルスの影響
ですが、国が指定した『新しい生活様式』の実践に
向け、由仁町でも取り組みがスタートしました。
　現在は、その由仁町版ポスターやチラシのイラス
トを作成中です。

由仁 協力隊 検 索 ➡

ふるさと納税用イラスト第 2 弾。食べ応え抜群のグ
リーン & ムラサキアスパラはビタミンやミネラル、
そしてアスパラギン酸が豊富です。今回はさわやかな
初夏の雰囲気をイメージして描いてみました。

最近、ふとした瞬間に北海道の広大さを再確認して
います。その広大な土地に、スピーディーかつ正確
に苗を植えていく田植機。農家の方々のご苦労と機
械化の偉大さをまざまざと実感した田植え体験でし
た。

おうち外食、社内ランチに町内のお弁当はいかがで
しょうか？由仁町地域おこし協力隊のフェイスブッ
クでは、町内のお弁当情報も発信をしていきます。
その他、協力隊の活動も掲載中。是非ご覧ください。

（画　石塚あゆみ）

●17 広報ゆに ●16広報ゆに



Y U N I 　×　イベント
ゆにガーデンからのお知らせ

町民三川プールオープン

由仁町女性セミナー「フィーカ」 子育て支援センター わくわく教室

テーマ　フィーカ DE パークゴルフ
日時　７月 19 日㈰　９時 30 分～ 12 時　
　　　雨天中止
場所　薫りの里パークゴルフ場ゆにっ PA
対象　町内在住・在職で 20 歳以上の女性
料金　1,000 円（プレイ代と景品代込）　
申込期限　７月 15 日㈬
定員　20 人
その他　
▽新型コロナウイルス感染防止のため、マ
　スクを着用してください。
▽道具のない方は申込時に伝えてください。
▽託児も可能です。希望の方は申込時に伝
　えてください。
問教育課社会教育担当　☎ 0123-83-3904

▼わくわくたまひよ組
日時　７月 15 日㈬　10 時～ 11 時
内容　絵の具遊び
場所　支援センターきらり（旧由仁幼稚園）
※申込受付は随時行っています。
問支援センターきらり　
☎ 0123-76-7807

お得なランチコース
料金（入園料込、税込）
▽中学生以上　2,000 円　小学生　800 円
※由仁町民は７月の平日限定で 1,700 円

（同伴１人まで同料金、シーズン券をお持ちの方 1,600 円）
営業時間（ラストオーダーは終了の 30 分前）
▽月曜日～金曜日　11 時 30 分～ 14 時 30 分
▽土曜日、日曜日および祝日　11 時 30 分～ 15 時 30 分

開館日時　７月 23 日㈭～８月 21 日㈮　10 時～ 17 時
※８月 17 日㈪から 21 日㈮の間は 13 時～ 17 時
料金　中学生以下無料、高校生 110 円（回数券 10 枚 880 円）
　大人 170 円（回数券 10 枚 1,360 円）
　団体利用（10 人以上）高校生１人 80 円、  大人１人 130 円
その他　　
▽幼児の利用は必ず保護者同伴とし、保護者には利用料がかかります。
▽新型コロナウイルス感染防止のため、体温の高い方は利用できません。
　また、脱衣室への入退室時にはマスクを着用してください。

問ゆにガーデン　☎ 0123-82-2001

問教育課社会教育担当　☎ 0123-83-3904

氏名 年齢 月日   住所（自治区）
西垣ちよ子 92 ５/29   山形（同左）
柳澤　守 93 ６/ １   三川旭町（同左）
山川智惠子 88 ６/ ６   本町（由仁３区）

  
  
  

人口　4,999人（前月比－16人・前年比－122人）
男性　2,392人　　女性　2,607人
世帯　2,398世帯（前月比－5世帯）
※令和2年6月1日現在（住民基本台帳人口）

人の 動き

（6 月 15 日までの届出分）

おくや み

氏名 月日 保護者    住所（自治区）

澤田　望
み か

叶 ５/27 正人    中央（南６区）

   

赤ちゃん
由仁町ふるさと寄附金
5/1 ～ 5/31　499 件　8,223,000 円

◆協賛事業者随時募集中

問地域活性課地域活性担当
☎ 0123-83-2112

特別定額給付金の申請はお済みですか？
　町では特別定額給付金の申請を受け付けています。お済みでない方は８月 14 日㈮まで
に申請してください。
　また、申請に関する相談や申請書の再発行が必要な場合は、特別定額給付金担当窓口へ
ご連絡ください。
＜６月 15 日終了時点の状況＞
対象世帯　2,402 世帯　給付世帯　2,311 世帯（96.2%）
※給付世帯は、６月 18 日まで振込実施分　　　問特別定額給付金窓口　☎ 0123-83-3903

広　告

広　告広　告
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乗り越えよう コロナに負けない広がる支援

編
集
の
ひ
と
り
ご
と

　

夏
本
番
を
迎
え
、
町
内
に
も

た
く
さ
ん
の
花
が
植
え
ら
れ
咲

い
て
い
ま
す
。

　

き
れ
い
な
花
を
見
る
こ
と
で

元
気
が
出
ま
す
。

　

今
は
、
暗
い
出
来
事
が
多
く

あ
り
ま
す
が
、
花
は
来
年
も
咲

き
ま
す
。

　

そ
の
時
は
、
家
族
や
友
人
と

楽
し
い
時
間
を
過
ご
し
た
い
で

す
ね
。

（
地
域
活
性
課

　
　
　

地
域
活
性
担
当　

今
村
）

由仁ロータリークラブ（会長　後藤篤人）
からフェイスシールド 120 個

中央コンピューターサービス㈱（代表取
締役社長　真籠 毅）からマスク 2,000 枚

　新型コロナウイルス感染症予防に役立ててほしいと、寄附をいただきました。
みなさんのご厚意に感謝します。

　新型コロナウイルスの影響を受けている町内飲食店の一助になればと、町職
員有志で昼食にお弁当を注文する取り組みを行い、飲食店を応援しています。

▶
真
保
敏
昭
さ
ん
（
岩
内
）
か
ら
町

　

に
寄
贈
さ
れ
た
、
珍
し
い
緑
色
の

　

ひ
ま
わ
り
が
、
役
場
１
階
ロ
ビ
ー

　

に
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。


